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(54)【発明の名称】 体内挿入型超音波検査装置

(57)【要約】
【課題】  超音波マウント部を先細形状とすることによ
り体腔内等への挿入操作性が極めて良好となし、また超
音波振動子の幅寸法を基端側から先端側に向けて短くす
ると共に、音響レンズの曲率半径を超音波振動子の並び
方向に変化させることにより、全走査範囲において超音
波断層像の分解能をほぼ均一化させることができ、正確
な組織断層に関する情報が得られるようにする。
【解決手段】  内視鏡１に超音波検査装置２０が組み込
まれると、その超音波走査部２３が最先端部となるが、
この超音波走査部２３を先細形状となし、それに装着し
た超音波トランスデューサ２８を構成する各超音波振動
子２８ａは、先端側が最も幅が狭く、基端側に向かうに
応じて幅寸法を増大させる。超音波トランスデューサ２
８に装着した音響レンズ２８Ｌは先端側が最も曲律半径
が短く、基端側に向けて曲率半径が長くなるようにし
て、連続的に焦点距離を変化させている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  挿入部の先端に、所定数の超音波振動子
をこの挿入部の軸線方向に配列することにより電子走査
を行う超音波トランスデューサからなる超音波走査部を
設けた超音波検査装置において、
前記超音波トランスデューサが装着される超音波マウン
ト部は、その幅寸法が先端側に向かうに応じて概略連続
的に狭くなる先細形状となし、また超音波トランスデュ
ーサを構成する各超音波振動子は、基端側から先端側に
向けて、その幅寸法がほぼ連続的または段階的に短くな
るように配列し、
前記各超音波振動子の幅寸法が短くなるに応じて焦点距
離が短くなる音響レンズを前記超音波トランスデューサ
に装着する構成としたことを特徴とする体内挿入型超音
波検査装置。
【請求項２】  前記超音波トランスデューサを装着した
超音波マウント部を含む超音波走査部と、この超音波走
査部の基端側に設けた内視鏡連結部と、前記超音波トラ
ンスデューサに接続される可撓ケーブルとを備え、前記
内視鏡連結部は内視鏡挿入部の先端構成部に着脱可能に
装着する構成となし、また前記可撓ケーブルは、この挿
入部に沿って延在されせる構成としたことを特徴とする
請求項１記載の体内挿入型超音波検査装置。
【請求項３】  前記超音波マウント部は、先端側に向か
うに応じて下方に向けて傾斜する円弧面形状または平面
形状とする構成としたことを特徴とする請求項１記載の
体内挿入型超音波検査装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は体内に挿入されて、
電子走査を行う超音波トランスデューサを挿入部の先端
に設けた体内挿入型超音波検査装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】被検者等の体内に挿入されて、所要の検
査なり、診断なりを行うための体内挿入型の検査装置の
代表的なものとしては、体腔内を観察するための内視鏡
と、体内組織に関する情報を取得するための体内挿入型
超音波検査装置とがある。また、これら内視鏡と超音波
検査装置とを一体に組み込んだ超音波内視鏡も知られて
いる。超音波内視鏡を用いれば、挿入部を体腔内の所定
の位置にまで挿入して内視鏡観察部による体腔内壁等の
検査を行い、この内視鏡による観察下で異常箇所等が発
見された時には、超音波トランスデューサを作動させ
て、当該の箇所を超音波走査して、体内組織の状態等の
検査を行うことができる。また、超音波走査の結果、治
療や組織の採取等の必要があれば、超音波トランスデュ
ーサの監視の下で、処置具挿通チャンネルに穿刺処置具
を挿入して適宜の処置を施すことができる。
【０００３】一般に、超音波内視鏡に装着される超音波
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トランスデューサの超音波走査方式としては、超音波ト
ランスデューサを機械的に変位させる間に、所定の変位
量毎に超音波パルスを送信する所謂メカニカル走査方式
と、多数の超音波振動子を所定の方向に配列する構成と
した超音波トランスデューサを用い、この超音波トラン
スデューサを構成する各超音波振動子から順次超音波パ
ルスを送信するようにした所謂電子走査方式とがある。
電子走査式の超音波内視鏡としては、例えば特開平８－
５２１３８号公報に示されたものが従来から知られてい
る。この公知の超音波内視鏡は、挿入部の先端構成部に
おいて、最先端部に超音波トランスデューサを装着した
超音波走査部を設け、この超音波走査部の基端側に傾斜
壁面を形成して、この傾斜壁面に内視鏡観察部を構成す
る照明手段と観察手段とを設けるようにしている。ま
た、この傾斜壁には、超音波トランスデューサによる超
音波観測視野内で穿刺される穿刺処置具等を導出させる
ための処置具挿通チャンネルが設けられる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところで、超音波内視
鏡は、例えば口腔等から被検者の体腔内に挿入するが、
体腔内における挿入経路は複雑に曲がり、かつ挿入経路
の途中に狭窄な部分もある。従って、挿入部は挿入経路
に沿って任意の方向に曲がるようになっていなければな
らず、また挿入部はできるだけ細いものを用いる必要が
ある。挿入部の先端部分は内視鏡観察機構や超音波検査
機構等が設けられる関係から硬質構造となっているが、
被検者に対して与える苦痛を最小限のものとし、また挿
入部を挿入経路に沿って挿入する操作を良好にするため
に、挿入部を細径化すると共に、その先端における硬質
部分の長さをできるだけ短くしなければならない。
【０００５】超音波内視鏡にあっては、内視鏡観察機構
を構成する各種の部材のうち、少なくとも対物光学系や
撮像手段は硬質部分に設けなければならず、またこの内
視鏡観察機構より先端側に超音波検査機構を構成する超
音波トランスデューサが配置される。この超音波トラン
スデューサは電子走査を行うものであり、走査範囲を広
くするには、多数の超音波振動子を並べることから、当
然、挿入部の軸線方向における長さが長くなる。従っ
て、超音波内視鏡の挿入部の先端における硬質部分は、
超音波検査機構及び内視鏡観察機構を設けた部分であ
り、走査範囲の広い超音波トランスデューサを装着しよ
うとすると、挿入部の先端部分における硬質部の長さが
極めて長くなる。しかも、挿入部は、その先端の硬質部
分を含めた全体がほぼ同じ直径の円形としている。この
ために、狭窄で曲がった挿入経路に挿通させる上で、被
検者に及ぼす苦痛は大きいものとなり、また挿入操作も
困難になるという問題点がある。
【０００６】また、内視鏡観察機構は、超音波走査部の
基端側に傾斜壁面を設けて、この傾斜壁面に設けられる
関係から、内視鏡観察機構の視野方向はこの傾斜壁面と
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ほぼ直交する方向、つまり挿入部の軸線に対して斜め前
方の斜視型となるか、または挿入部の軸線と直交する方
向の側視型となってしまう。従って、内視鏡観察機構に
おける観察視野が制限され、特に挿入部の軸線の延長線
方向の視野が得られないことになる。ここで、挿入部の
延長線方向は、挿入部が進行する方向であり、この方向
での視野が得られないと、体腔内への挿入操作の円滑性
が損なわれ、特に挿入経路が大きく曲がっていたり、分
岐していたりすると、挿入部を所望の方向に導く操作は
著しく困難になる等といった問題点もある。
【０００７】さらに、このように内視鏡としての視野が
制限されることから、超音波内視鏡は、超音波検査が必
要な場合にしか用いられず、内視鏡単独検査を行う際に
は、内視鏡を使用することになり、超音波内視鏡の利用
範囲は極めて限られたものとなっている。
【０００８】本発明は以上の点に鑑みてなされたもので
あって、その目的とするところは、体内挿入型の超音波
検査装置において、その挿入部を体腔内に挿入する際の
挿入性を良好となし、被検者等の苦痛や負担を著しく軽
減できるようにすることにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】前述した目的を達成する
ために、本発明は、挿入部の先端に、所定数の超音波振
動子をこの挿入部の軸線方向に配列することにより電子
走査を行う超音波トランスデューサからなる超音波走査
部を設けた超音波検査装置であって、前記超音波トラン
スデューサが装着される超音波マウント部は、その幅寸
法が先端側に向かうに応じて概略連続的に狭くなる先細
形状となし、また超音波トランスデューサを構成する各
超音波振動子は、基端側から先端側に向けて、その幅寸
法がほぼ連続的または段階的に短くなるように配列し、
前記各超音波振動子の幅寸法が短くなるに応じて焦点距
離が短くなる音響レンズを前記超音波トランスデューサ
に装着する構成としたことをその特徴とするものであ
る。
【００１０】ここで、超音波検査装置は超音波検査機構
だけを備えたものでも良いが、体内への挿入操作の容易
性、被検位置の確認の容易性等を図るために、内視鏡と
組み合わせるのが望ましい。超音波検査機構の装着部
は、内視鏡観察機構より先端側に配置する。超音波検査
機構を内視鏡観察機構と一体不可分に組み込むように構
成することもできるが、これらの機構を分離可能な構成
とすると、内視鏡単独での検査を行う場合には、超音波
トランスデューサを分離して用い、また内視鏡検査と超
音波検査とを併用する場合には、それらを組み合わせて
用いる。従って、超音波検査機構と内視鏡観察機構とを
分離可能とすることによって、通常の内視鏡に超音波検
査機能を持たせることができ、内視鏡の機能向上，用途
拡大が図られる。このためには、超音波検査装置を、超
音波マウントに超音波トランスデューサを装着した超音
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波走査部と、この超音波走査部の基端側に設けた内視鏡
連結部と、超音波トランスデューサに接続される可撓ケ
ーブルとから構成し、内視鏡連結部は内視鏡の挿入部に
おける先端構成部に着脱可能となし、また可撓ケーブル
は、この挿入部に沿って延在させる構成とすれば良い。
また、超音波マウント部は、幅方向を先端側に向けて狭
くするだけでなく、先端側に向かうに応じて下方に向け
て傾斜する円弧面形状または平面形状とするのが望まし
い。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実
施の形態について説明する。この実施の形態において
は、超音波検査装置を内視鏡に着脱可能に組み付けるこ
とができる構成としたものについて説明する。ただし、
超音波検査装置は内視鏡と一体に組み込んだ超音波内視
鏡として構成することもでき、また単独の超音波検査装
置としても構成することができる。而して、図１におい
て、１は内視鏡、２０は超音波検査装置であり、超音波
検査装置２０は図２に示したように、内視鏡１に着脱可
能に組み込まれる。
【００１２】内視鏡１は、周知のように、挿入部２の基
端部に本体操作部３を連設したものからなり、また本体
操作部３にはユニバーサルコード４が引き出されてお
り、このユニバーサルコード４の基端部に光源コネクタ
５と電気コネクタ６とに分岐している。そして、光源コ
ネクタ５及び電気コネクタ６は、それぞれ光源装置及び
プロセッサに着脱可能に接続されるが、これら光源装置
及びプロセッサは、通常、一体的に組み込み、かつ内視
鏡画像を表示するディスプレイを備えた光源ユニット７
として構成される。
【００１３】挿入部２は、その先端側から先端構成部２
ａ，アングル部２ｂ及び軟性部２ｃとなっている。先端
構成部２ａの先端面には、図２からも明らかなように、
照明窓１０（図面上では２箇所設けられているが、必ず
しも２箇所とする必要はない）と観察窓１１とが設けら
れており、照明窓１０にはライトガイドの出射端が臨
み、また観察窓１１に装着した対物レンズの結像位置に
は固体撮像素子が装着されている。さらに、鉗子等の処
置具を導出するための処置具導出口１２が開口してい
る。処置具導出口１２から本体操作部３に設けた処置具
導入部１３までの間は処置具挿通チャンネル（図示せ
ず）で接続されている。アングル部２ｂは本体操作部３
に設けたアングルノブ１４の操作により上下及び左右に
湾曲させることができるようになっている。さらにま
た、軟性部２ｃは挿入経路に沿って任意の方向に曲がる
軟性構造となっている。
【００１４】超音波検査装置２０は、図２に示したよう
に、本体部２１と信号ケーブル２２とから構成される。
本体部２１は、図３から明らかなように、その先端部分
が超音波走査部２３であり、この超音波走査部２３には
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内視鏡載置部２４が連設されており、さらに内視鏡載置
部２４には内視鏡固定部２５が連設されている。信号ケ
ーブル２２は本体部２１における内視鏡載置部２４から
引き出されており、この信号ケーブル２２の先端部は超
音波観測装置２６に着脱可能に接続されるコネクタ２２
ａとなっている。
【００１５】内視鏡載置部２４の先端部には前方に向け
て斜め下方に向けて、凸曲面形状に傾斜する形状となっ
た突出部分が設けられており、このように突出している
部分が超音波走査部２３である。超音波走査部２３は、
図４に示したように、上面及び基端面が開口した空洞部
２７ａを有する超音波マウント部２７に超音波トランス
デューサ２８を装着することにより構成される。超音波
トランスデューサ２８は短冊状の超音波振動子２８ａを
多数並設したものであって、これら超音波振動子２８ａ
を順次作動させることにより超音波電子走査が行われ
る。図示した超音波トランスデューサ２８はコンベック
ス走査を行うのに適した構成としている。なお、超音波
マウント部の傾斜を前方に向けて斜め下方に直線的に傾
斜させるようにした場合には、リニア走査を行うことも
できる。
【００１６】超音波走査部２３の基端側に形成した内視
鏡載置部２４は、内視鏡１の挿入部２における先端構成
部２ａ外面の曲率半径と一致する円弧面からなる載置面
２４ａを有する所定の肉厚を有するものであり、内部は
超音波マウント部２７の空洞部２７ａに連なり、超音波
トランスデューサ２８を構成する各超音波振動子２８ａ
に接続した信号線の通路を構成する。これら各信号線は
所望の結束手段により束ねられて、信号ケーブル２２と
してこの内視鏡載置部２４から引き出されて、挿入部２
の基端側に向けて延在されている。
【００１７】さらに、内視鏡固定部２５は、先端構成部
２ａを抱持する左右一対の弾性板片２５ａ，２５ａから
構成される。この内視鏡固定部２５は、内視鏡載置部２
４に一体的に連設されて、弾性板片２５ａ，２５ａを左
右から湾曲するように延在させるようにして設けたもの
である。内視鏡固定部２５を構成する弾性板片２５ａは
挿入部２の先端構成部２ａの外周面を抱持するようにな
し、それと共に内視鏡載置部２４における載置面２４ａ
とで先端構成部２ａの外周面を１８０°以上、好ましく
は２７０°程度覆われることになる。このために、両弾
性板片２５ａの内面は曲面形状となっており、その内視
鏡載置部２４への連設部の近傍では挿入部２の先端構成
部２ａの外面とほぼ一致する曲率の円弧形状となってい
る。そして、少なくともそれらの先端部分は先端構成部
２ａの曲率半径より小さい曲率半径となるように曲成さ
れている。
【００１８】従って、内視鏡固定部２５を構成する両弾
性板片２５ａの先端部分で先端構成部２ａを内視鏡載置
部２４に押し付けるように抱持することにより、超音波
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検査装置２０における本体部２１は内視鏡１に対して着
脱可能に連結される。また、超音波検査装置２０が内視
鏡１に組み込まれた状態では、超音波検査装置２０がみ
だりに分離しないように強固に保持される。なお、内視
鏡固定部としては、これ以外にも、例えばループ状の弾
性帯片で構成することもでき、このように弾性帯片を用
いると、挿入部における先端構成部の外径寸法が異なる
内視鏡にも装着することができる。
【００１９】内視鏡載置部２４から引き出された信号ケ
ーブル２２は、内視鏡１の挿入部２に沿って延在させ
る。超音波検査装置２０の本体部２１が挿入部２の先端
構成部２ａに連結されているので、挿入部２を体内に挿
入すれば、超音波検査装置２０もそれに追従して挿入さ
れる。挿入部２は比較的長尺のものであり、またこの挿
入部２及び信号ケーブル２２は可撓性を有するものであ
るから、信号ケーブル２２が自由状態となっていると、
挿入操作に支障を来す場合がある。そこで、信号ケーブ
ル２２を数箇所で弾性リング等の連結部材により挿入部
２の表面に止着するか、または信号ケーブル２２を可撓
筒状に形成して、挿入部２を挿通させる等の構成とする
のが望ましい。
【００２０】内視鏡１を単独で使用する場合には、この
内視鏡１には超音波検査装置２０を組み込まずに使用す
る。従って、この内視鏡１の挿入部２を体腔内に挿入し
て、照明窓１０から照明を行い、観察窓１１から得られ
る体腔内の観察を行うことができる。内視鏡検査の結
果、処置すべき箇所や体腔内壁の組織を採取する箇所等
があれば、適宜の処置具を処置具導出口１２から突出さ
せて、所要の処置を行うことができる。この内視鏡１
は、一般的な直視型内視鏡そのものであり、内視鏡とし
ての機能を全く損なうことはない。また、余分な機構を
備えていないので、その挿入部２を細径のものとするこ
とができ、体腔内への挿入操作性が良好となり、被検者
に対する苦痛軽減が図られる。
【００２１】一方、内視鏡検査と超音波検査とを併用す
る場合や、超音波検査のみを行う場合（つまり超音波検
査を行うべき位置が既に定まっている場合）には、内視
鏡１に超音波検査装置２０を組み込む。この超音波検査
装置２０の内視鏡１への組み込みは、その本体部２１を
構成する内視鏡固定部２５の弾性板片２５ａ，２５ａを
拡開させて、その間に内視鏡１における挿入部２の先端
構成部２ａを内視鏡載置部２４における載置面２４ａに
当接させる。また、内視鏡固定部２５の弾性板片２５
ａ，２５ａを先端構成部２ａの外周面に当接させる。そ
の結果、弾性板片２５ａの弾性力により超音波検査装置
２０の本体部２１は挿入部２に連結した状態に固定され
る。また、必要に応じて信号ケーブル２２の途中位置を
挿入部２に弾性リング等で止着するようにする。さら
に、この信号ケーブル２２の先端に設けたコネクタ２２
ａを超音波観測装置２６に接続する。ここで、この超音
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7
波検査装置２０が組み込まれる内視鏡は、その挿入部の
先端構成部の外径がほぼ同じであれば、その種類等を問
わない。
【００２２】以上により超音波検査装置２０は内視鏡１
に組み込まれる。内視鏡１における観察窓１１で体腔内
の観察を行いながら、挿入部２及びこの挿入部２に装着
した超音波検査装置２０の本体部２１を体腔内に挿入す
る。挿入部２の先端が超音波検査を行うべき臓器や体腔
管の内部にまで導かれると、内視鏡１による観察下で超
音波検査を行う位置を確認する。なお、この超音波検査
すべき位置の確認は、予め判明している場合と、超音波
検査装置２０を組み込んだ内視鏡１により体腔内の検査
を行っている間に発見される場合とがある。いずれにし
ろ、挿入部２の先端構成部２ａより突出する状態にして
超音波検査装置２０の本体部２１が配置されているの
で、先端構成部２ａに設けた観察窓１１における観察視
野はこの本体部２１により多少けられることになる。た
だし、先端構成部２ａにはアングル部２ｂが連設されて
おり、このアングル部２ｂを適宜の方向に湾曲させるこ
とにより臓器や体腔管のほぼ全体を視野に入れることが
できる。特に、超音波検査を行う位置が予め知られ、格
別内視鏡検査を行う必要がない場合等には、観察窓１１
における視野が多少けられても超音波走査部２３をこの
超音波検査すべき位置に配置する操作にはあまり影響を
与えることがなく、超音波トランスデューサ２８を迅速
かつ正確に超音波検査を行うべき部位に対面させること
ができる。
【００２３】超音波走査部２３が超音波検査を行うべき
位置に対面すると、超音波トランスデューサ２８により
所定の位置を走査させることによって超音波検査が実行
される。この時に、超音波トランスデューサ２８と体腔
内壁との間に超音波伝達媒体を介在させるか、または超
音波トランスデューサ２８を体腔内壁に密着させる。こ
の操作は内視鏡１のアングル部２ｂの湾曲操作により行
うことができる。ここで、この超音波トランスデューサ
２８は電子走査を行うものであり、各超音波振動子の送
信タイミングを制御することにより様々な波面を作り出
すことができる等の利点があり、超音波検査における検
査精度の向上が図られる。
【００２４】また、超音波検査の結果、処置具を刺入し
て処置を施す必要のある箇所が発見されると、処置具導
出口１２から穿刺処置具を導出させて、体腔内壁から刺
入する。この時において、穿刺処置具が処置具導出口１
２から突出して体内に刺入される前の段階では、観察窓
１１を介しての内視鏡による監視下で穿刺処置具の位置
を確認し、体内への刺入が開始されると、超音波観察視
野に入ることから、この穿刺処置具の先端を確認しなが
ら刺入操作を行えるので、その操作が容易になり、穿刺
処置具の先端を円滑かつ迅速に、しかも正確に処置を施
すべき位置に導くことができる。この場合において、穿
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刺処置具を超音波観察視野内に確実に導くためには、超
音波検査装置２０の内視鏡載置部２４から超音波走査部
２３の基端部にかけて、穿刺処置具をガイドするガイド
部２９を形成しておくのが望ましい。
【００２５】ここで、穿刺処置具を用いる場合には、超
音波観察視野としては、穿刺処置具の導出方向の前方を
完全にカバーする必要があるが、それより基端側につい
ては必ずしも超音波観察視野を得る必要はない。超音波
トランスデューサ２８を構成する各超音波振動子２８ａ
は、超音波走査部２３における先端側の傾斜面にのみ配
置することによって、穿刺処置具が超音波トランスデュ
ーサ２８を構成する超音波振動子２８ａが穿刺処置具と
接触するのを防止でき、もって超音波トランスデューサ
２８の保護を図ることができる。
【００２６】このように、超音波検査装置２０を内視鏡
１の挿入部２に装着したり、取り外したりすることによ
って、内視鏡検査のみを行う場合には、超音波検査装置
２０を脱着して、内視鏡１を単独で用いることができ、
また超音波検査を行ったり、内視鏡検査と超音波検査と
を併用する場合には、超音波検査装置２０を、その内視
鏡固定部２５で挿入部２の先端構成部２ａに装着するだ
けで、超音波内視鏡に転用できるようになる。
【００２７】超音波検査を含む場合には、挿入部２には
超音波検査装置２０の本体部２１が連結して設けられる
から、内視鏡１を単独で用いる場合と比較して、この本
体部２１を設けた部分が多少太径化することになる。こ
のために、挿入経路における狭窄部を通過させるのに多
少の困難が伴うことがある。
【００２８】内視鏡１に超音波検査装置２０を組み込ん
だ時には、この超音波検査装置２０の本体部２１が内視
鏡１の先端構成部２ａより前方に突出している。従っ
て、この本体部２１、より具体的には超音波走査部２３
が最先端部を構成する。挿入経路の狭窄部を円滑に通過
させるために、この超音波走査部２３を先細形状として
いる。まず、超音波走査部２３の上面部は凸曲面形状と
なっている。従って、先端側に向かうに応じて上下方向
の厚みが連続的に減少する傾斜面構造となっている。ま
た、左右方向においても、先端側に向けて先細となる形
状としている。このように、挿入部分が先端に向かうに
応じて全体的に細くなっていると、挿入経路における狭
窄部への進入が極めて容易になる。しかも、超音波走査
部２３が狭窄部分に入り込んだ後には、体腔内壁が徐々
に押し広げるようにして無理なく通過する。従って、先
端が軸線と直交する平面形状となった内視鏡１の挿入部
２そのものを挿入する場合と比較して、狭窄部分の通過
という点では円滑になる。また、超音波検査装置２０に
おける本体部２１が狭窄部を通過すると、この狭窄部内
には挿入部２と信号ケーブル２２としか位置しなくな
る。以上の結果、狭窄部等への挿入操作性が著しく向上
すると共に、被検者の負担もそれほど増大することがな
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9
く、苦痛の緩和が図られる。
【００２９】ところで、超音波トランスデューサ２８を
構成する各超音波振動子２８ａのサイズはできるだけ大
きい方が望ましい。サイズの大きい超音波振動子は、低
周波であり、かつパワーを大きい超音波パルスを送信で
き、もって組織断層部からの反射エコー信号が外乱ノイ
ズ等の影響を受けるのを抑制でき、Ｓ／Ｎ比の高い鮮明
な超音波画像が得られるからである。しかしながら、超
音波走査部２３を先細形状にすると、少なくとも超音波
マウント部２７に装着した超音波トランスデューサ２８
における最先端に位置する超音波振動子の幅方向の寸法
が小さくなる。この最先端位置の超音波振動子の幅寸法
と同じ寸法の超音波振動子を並べると、超音波の送受信
特性の点で不利である。超音波マウント部２７の先端側
はともかくとして、基端側に向かうに応じて幅寸法に余
裕が生じる。そこで、超音波トランスデューサ２８を構
成する各超音波振動子２８ａの幅寸法は基端側に向かう
に応じて連続的（または段階的）に大きくする構成とし
ている。その結果、体腔内への挿入操作性等を改善する
ために、超音波マウント部２７を先細形状としたことに
よる超音波トランスデューサ２８における超音波送受信
特性の低下を極力抑制できる。
【００３０】ところで、超音波振動子のサイズによって
は送信される超音波のビームパターンが異なってくる。
超音波振動子の振動により発生した超音波はビーム径が
拡大しながら進行する。そこで、図５の（ａ）には小さ
いサイズの超音波振動子Ｓから送信した超音波ビームパ
ターンを示し、同図（ｂ）は大きいサイズの超音波振動
子Ｌから送信した超音波ビームパターンを示す。両者を
比較すると、小さいサイズの超音波振動子Ｓから送信さ
れた超音波ビームの方が、図５（ｂ）に斜線で示した分
だけ、サイズの大きい超音波振動子Ｌから送信された超
音波ビームより大きく拡散する。特に、サンプリングす
る有効範囲Ｅ、即ち超音波反射エコーを取得して超音波
画像が作成される距離範囲において、超音波振動子Ｓと
超音波振動子Ｌとでは厚み音場が大きく異なるものとな
り、超音波画像として表される各音響ラインに含まれて
いる情報は異なったものとなり、正確な組織断層に関す
る情報が得られない。
【００３１】ここで、超音波トランスデューサ２８は図
４においては模式的に示したが、具体的には、図６に示
したように、バッキング材２８Ｂと、圧電振動子２８Ｐ
と、音響整合層２８Ｍとから構成され、圧電振動子２８
Ｐが短冊状にして多数並設されており、バッキング材２
８Ｂ及び音響整合層２８Ｍは全ての圧電振動子２８Ｐに
共通となっている。さらに、音響整合層Ｍには超音波ビ
ームを絞るための音響レンズ２８Ｌが接合される。音響
レンズ２８Ｌを設けることによって、超音波ビームが絞
られるが、最もビーム径の小さい位置が音響レンズ２８
Ｌの焦点位置である。生体内での音の伝播速度より超音*
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*波の伝播速度が速い材質の音響レンズを用いる場合に
は、音響レンズを凹レンズで構成し、音響レンズの材質
より生体内の音速の方が速い場合には凸レンズで構成す
ると、超音波トランスデューサ２８から送信された超音
波のビームは絞られることになる。
【００３２】以上のことから、多数の超音波振動子２８
ａを並び方向において、幅寸法が連続的に異なるように
配列した超音波トランスデューサ２８に装着される音響
レンズ２８Ｌを、超音波振動子２８ａの並び方向に向け
て曲率半径を連続的（または段階的）に変化させる。即
ち、図６からも明らかなように、音響レンズ２８Ｌとし
て、超音波トランスデューサ２８における幅寸法の短い
最先端側の超音波振動子を覆う位置では、音響レンズ２
８Ｌの幅方向における曲率半径が最も小さく、基端側に
向かうに応じて、つまり超音波振動子の幅寸法が大きく
なるに応じて、音響レンズ２８Ｌの曲率半径を連続的に
大きくする。
【００３３】以上のように構成することによって、超音
波トランスデューサ２８は、その超音波振動子２８ａの
並び方向に向けて連続的に焦点距離が変化することにな
る。その結果、超音波振動子２８ａの幅寸法が変化して
いるにも拘らず、図７に斜線で示したように、反射エコ
ー信号を取得する有効範囲Ｅにおいては、超音波ビーム
における厚み音場の差が極めて小さくなり、実質的に各
超音波振動子における超音波ビームの厚み音場をほぼ均
一にすることができる。その結果、全走査範囲におい
て、超音波断層像の分解能をほぼ均一化させることがで
き、正確な組織断層に関する情報が得られる。
【００３４】
【発明の効果】本発明は以上のように、超音波トランス
デューサが装着される超音波マウント部の幅寸法が先端
側に向かうに応じて概略連続的に狭くなる先細形状とす
ることにより体腔内等への挿入操作性が極めて良好とな
り、しかも超音波振動子の幅寸法を基端側から先端側に
向けて短くすると共に、音響レンズの曲率半径を超音波
振動子の並び方向に変化させているので、全走査範囲に
おいて超音波断層像の分解能をほぼ均一化させることが
でき、正確な組織断層に関する情報が得られる等の効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態を示す内視鏡着脱型超音
波検査装置を、内視鏡と共に示す全体構成図である。
【図２】超音波検査装置の本体部を内視鏡の挿入部に連
結した状態を示す要部外観図である。
【図３】超音波検査装置の本体部の外観図である。
【図４】超音波走査部の縦断面図である。
【図５】サイズの異なる超音波振動子から送信される超
音波のビームパターンを示す説明図である。
【図６】超音波トランスデューサの分解斜視図である。
【図７】音響レンズにより調整した超音波ビームパター
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ンの説明図である。
【符号の説明】
１  内視鏡                    ２  挿入部
２ａ  先端構成部              ２ｂ  アングル部
２ｃ  軟性部                  １０  照明窓
１１  観察窓                  １２  処置具導出口

２０  超音波検査装置          ２１  本体部 *

12
*２２  信号ケーブル            ２３  超音波走査部
２４  内視鏡載置部            ２５  内視鏡固定部
２７  超音波マウント部        ２８  超音波トランス
デューサ
２８ａ  超音波振動子          ２８Ｂ  バッキング材
２８Ｐ  圧電振動子            ２８Ｍ  音響整合層
２８Ｌ  音響レンズ

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図７】
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